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さいたま市地域包括支援センター（桜区北部圏域）の受託法人変更について 
  
１  圏域概要                                                            
  桜区北部圏域の概要（令和６年１０月１日現在）  

①担当地域    大字大久保領家／大字上大久保／大字五関／大字在家／ 
栄和２〜５丁目／大字下大久保／大字宿／(桜区)大字昭和／ 
大字白鍬／大字神田／(桜区)大字塚本／中島４丁目５番 〜 最終番地 

 ②人口      ３９，５１２人 
 ③６５歳以上人口 １０，７８３人 
 ④認定数     要支援 ６３８人 
          要介護 １，３８１人  
 ⑤包括必要人員  基本配置（条例）      ４名  

（３職種）   高齢者人口連動配置（条例） ２名  
合計            ６名 
※任意配置として追加で職員を配置可能。 
※地域支え合い推進員を別途 1 名配置。 

 ⑥現行運営法人  社会福祉法人 浦和の里 
   さいたま市見沼区御蔵１０６４−１ 
 

２  契約方法及びスケジュール                                                          
 ①契約方法  

公募型プロポーザル方式により受託候補者を決定し、地方自治法施行令第１６７条の２第 
１項第２号よる随意契約を行う。 
②スケジュール 

さいたま市告示    令和７年１月２１日（火）〜２月４日（火） 
応募受付期間      令和７年１月２１日（火）９時〜２月１０日（月）１６時 

    プレゼンテーション  令和７年２月１８日（火）（予定） 
  受託候補者決定    令和７年２月下旬 
  新規法人契約     令和７年４月下旬 
  新センター開設    令和７年６月１日（日）（予定） 

（参考）シニアサポートセンターパンフレット 
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  さいたま市地域包括支援センター職員の欠員状況について 

 

 

 令和６年１２月末時点 

職員※1の欠員が生じている地域包括支援センター １０か所 

欠員の合計人数 １４人 

３職種のいずれかの職種で不在が生じているセンター ２か所※2 

 

※１ さいたま市地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数等に関する条例第 

３条に定める職員。 

※２ 欠員が発生しているセンターの職種は、２か所ともに保健師（準じる者を含む）。 
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